
宇和島市国民保護計画
概要版

宇和島市



1. 国民保護計画の目的・構成

平成16年9月に国民保護法が施行され、武力攻撃事態や
大規模テロの際に被害を最小限にとどめ、住民の生命、身体
及び財産を保護するために、住民の避難や救援、武力攻撃
等への対処などについて具体的に定めた計画である。

・計画の位置づけ
・国民保護措置に関する基
本方針

第１編
総論

国民保護法国

県

市 宇和島市国民保護計画

国民の保護に関する基本指針

愛媛県国民保護計画

上位計画及び基本指針に基づいて策定

国

・組織、体制の整備等
・避難、救援、備蓄物資等
に関する平素からの備え

第２編
平素からの備えや予防

・関係機関との連携
・有事の際の警報、避難、
救援

・有事への対処

第３編
武力攻撃事態等への対処

・応急復旧の基本的な考え
方

・武力攻撃災害への復旧
・国民保護措置に要した費
用の支弁等

第４編
復旧等

・対象とする緊急事態及び
その対処

第５編
緊急対処事態への対処

計画の目的

計画の構成
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2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み

武力攻撃事態の類型ごとの特徴 武力攻撃災害への対処

出典：国民保護ポータルサイト（内閣官房）
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攻撃対象施設等による分類

出典：国民保護ポータルサイト（内閣官房）

2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み
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避難の仕組み 救援の仕組み

出典：国民保護ポータルサイト（内閣官房）

2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み
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3. 国民の保護に関する措置の仕組み

国（対策本部） 県（対策本部） 市町（対策本部）

・警報の発令

・避難措置の指示

（要避難地域、避難先地域等）

・警報の市町への通知

・避難の指示
（避難経路、交通手段等）

・警報の伝達
（サイレン等を使用）

・避難の指示の伝達
・避難住民の誘導
（避難実施要領の策定）

【消防等を指揮、警察・自衛隊に
誘導を要請】

・救助の指示 ・救助 ・救助に協力

・武力攻撃災害への対処の指示
（消防庁長官による消防に関する
指示）

・大規模又は特殊な武力攻撃災害
（ＮＢＣ攻撃等）への対処

・生活関連等施設の安全確保

・武力攻撃災害の防御

・応急措置の実施
警戒区域の設定・退避の指示

・緊急通報の発令

・消防

・応急措置の実施
警戒区域の設定・退避の指示

・国民生活の安定

・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

指示

措置の実施要請

総合調整の要請

総合調整

措置の実施要請

総合調整の要請

総合調整

指示

避

難

救

援

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処

住

民
（

協

力
）

※防災行政無線、公共ネットワーク、衛星通信等を活用するとともに、情報伝達システムの改善に向けた検討、整備に努める

指示

・食品、生活必需品
等の給与

・収容施設の供与
・医療の提供等

是正

是正

指示

国、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関が相互に連携

指定公共機関 ・放送事業者による警報等の放送 ・日本赤十字社による救援への協力

指定地方公共機関 ・運送事業者による住民、物資の運送 ・電気・ガス等の安定的な供給
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4. 国民保護計画改訂の方針

(1) 国民の保護に関する基本指針及び上位計画との整合性

上記の「国民の保護に関する基本指針」及び「愛媛県国民保護計画」の変更との整合性を図る
ために、「宇和島市国民保護計画」の改訂を行う。また、平成29年以前の基本指針の変更点に
関しても反映する。

現行の「宇和島市国民保護計画」に記載されている、宇和島市の地理的・社会的特徴や関係
機関のリストを最新情報に更新する。

平成29年12月に国の「国民の保護に関する基本指針」が変更され、これに伴い上位計画である
「愛媛県国民保護計画」が平成30年7月に変更された。

(3) 時点情報の更新

四国で唯一の原子力発電所である、伊方発電所における武力攻撃原子力災害への対処につ
いて、「愛媛県国民保護計画」や「愛媛県内他市町の同種計画」を参考に追記する。

(2) 伊方発電所における武力攻撃原子力災害への対処

6



市地域防災計画（風水害等対策編・地震災害対策編・津波災害
対策編・原子力災害対策編）

市地域防災計画（風水害等対策編・震災対策編）

5. 改訂の概要:【第１編 総 論】

■地域防災計画の構成変更の反映【P.3】
現行 改訂案

中国四国農政局（愛媛支局）
株式会社NTTドコモ（四国支社愛媛支店）

中国四国農政局（愛媛農政事務所）
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国（愛媛支店）

■関係機関名の修正（抜粋）【P.6~】
現行 改訂案

■地理的・社会的特徴の更新（抜粋）【P.11~】
現行 改訂案
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5. 改訂の概要:【第２編 平素からの備えや予防】

イ 全国瞬時警報システムの整備
市は、国からの緊急地震速報、津波警報等を住民に瞬時かつ確

実に伝達するため全国瞬時警報システム（JALERT）を常に最適な
状態に整備しておくとともに、自動起動機等による情報周知手段の拡
大整備に努める。
【全国瞬時警報システム（J-ALERT）】

対処に時間的余裕のない弾道ミサイル攻撃に係る警報や自然災
害における緊急地震速報、津波警報等を住民に瞬時かつ確実に伝
達するため、国が衛星通信ネットワークを通じて直接市町村の同報系
防災行政無線を起動し、サイレン吹鳴等を行うシステム。

（新規）

■J-ALERTに関する追記【P.27】
現行 改訂案

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけ
るシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、海上
保安部、自衛隊等との連携による、ＮＢＣ攻撃等により発生する武
力攻撃への対応訓練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練
等武力攻撃事態等に有力な訓練等について、人口密集地を含む
様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達
手段を用いるなど実践的なものとするよう努める。

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけ
るシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、海上
保安部、自衛隊等との連携を図る。

■様々な情報伝達手段を用いた訓練に関する追記【P.29】
現行 改訂案

要配慮者、避難行動要支援者
避難行動要支援者名簿

災害時要支援者
避難支援プラン

■関係法令の改正に伴う用語変更（抜粋）
現行 改訂案
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5. 改訂の概要:【第３編 武力攻撃事態等への対処】

（５）大規模集客施設等における避難
市は、大規模集客施設や旅客輸送関連施設の施設管理者

等と連携し、施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等に
ついても、避難等の国民保護措置が円滑に実施できるよう必要
な対策をとる。

（新規）

■避難住民の誘導における大規模集客施設での避難に関する追記【P.58】
現行 改訂案

① 収容施設の供与
（中略）

(ｱ) 避難所の候補の把握（住民を収容可能な学校、公民館等公的施設、
社会福祉施設、設置可能な仮設小屋、天幕等とその用地の把握）

(ｲ) 避難施設運営マニュアルに基づく適切な運営 （略）

（新規）

■救援の具体的な内容の追記（抜粋）【P.64~】
現行 改訂案

原則として、市が、県に行う報告は、安否情報システムを使用する。
システムが使用できない場合は、安否情報省令第２条に規定する様
式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）を、
電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの方法によ
ることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。

市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省令第２条
に規定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を
含む。）を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれ
らの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。

■県に対する収集情報の報告手段への安否情報システムの追加（抜粋）【P.68・69】
現行 改訂案
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5. 改訂の概要:【第４編 伊方発電所における武力攻撃原子力災害への対処】

宇和島市が「原子力災害対策重点区域」の「重点市町」に指定されたことに伴い、第４編
として「伊方発電所における武力攻撃原子力災害への対処」に関する記載を追加した。

（新規追加編）

■第４編の構成・概要

第１章 基本的な考え方
・市は、原子力発電所がある伊方町の南東方向に位置しており、施
設を中心として概ね半径30kmの「ＵＰＺ（緊急防護措置を準備
する区域）」に位置している。

・武力攻撃原子力災害に対し効率的かつ迅速に対応できるように、
関係機関との連携体制を整備し、住民の生命、身体及び財産の保
護に努める。

改訂案
第２章:平素からの備えや予防
・武力攻撃原子力災害の発生あるいは拡大を未然に防止し、国民
保護措置を的確かつ迅速に実施するため、武力攻撃原子力災害に
関する施設の整備点検及び国民保護措置に関する物資等の備蓄、
整備、点検等について必要な事項を定める。

改訂案

第３章:武力攻撃原子力災害の発生時等の通報等及び実施体制の確立
・伊方発電所への武力攻撃の兆候を発見した場合や武力攻撃原子
力災害が発生した場合に、関係機関が行うべき情報伝達及び国民
保護措置の実施体制について定める。

改訂案

第４章:武力攻撃原子力災害への対処等
・原則として、武力攻撃原子力災害への対処等について、宇和島市
地域防災計画（原子力災害対策編）に準じた措置を講ずる必要
があるため、武力攻撃原子力災害への対処に当たり必要な事項につ
いて定める。

改訂案
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